
第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成３０年度第１回寒川町地域公共交通会議  

開催日時 平成３０年６月２０日  １４：００～１５：２０ 

開催場所 寒川町民センター１階 視聴覚室 

出席者名、欠

席者名及び

傍聴者数 

委員：齋藤、小堤、大澤、吉野、高橋（小松代理）、八島、  

神永、牧野、岡村、黒木、福島（星名代理）、佐藤  

事務局：畠山（都市計画課長）、金子（同課技幹）、  

前田（同課主査）、桒原（同課主事）、 

藤井（同課主事補）  

傍聴者：１名 

議 題 

 

１）会長の選出について 

２）副会長の選出について 

３）寒川町コミュニティバス「もくせい号」等の 

これまでの経過と利用実績報告について 

４）寒川町コミュニティバス「もくせい号」倉見大村ルート 

                       年始迂回について 

決定事項 

 

１）会長の選出について 

２）副会長の選出について 

４）寒川町コミュニティバス「もくせい号」倉見大村ルート 

                       年始迂回について 

 

３）については決定事項はなし。 

公開又は非

公開の別 
公開  

非公開の場合その

理由（一部非公開

の場合を含む）  

 

 

議事の経過 

１．開会 

【都市計画課長】  皆様、こんにちは。 

 定刻になりましたので、始めさせていただきます。 

 本日は、ご多忙のところ、また、雨で足下の悪い中、寒川町地域公共

交通会議にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 



 ただいまから、平成３０年度第１回寒川町地域公共交通会議を開会さ

せていただきます。私は、本日の会議で会長が決まるまでの間、進行を

務めさせていただきます都市計画課長の畠山と申します。よろしくお願

いいたします。すみません、ここからは着座にて進行させていただきま

す。 

２．委員委嘱状交付 

【都市計画課長】  早速ではございますけれども、お手元の会議次第

に基づきまして、木村町長より委嘱状をお渡しさせていただきたいと存

じます。私がお名前を申し上げますので、自席でご起立の上、お受け取

りをお願いいたします。 

 

※委嘱状交付 

 

【都市計画課長】  ありがとうございました。 

 なお、委員の皆様の任期につきましては、寒川町地域公共交通会議設

置要綱第４条の規定によりまして、２年間となっておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 ただいま申し上げました要綱につきましては、お手元の資料とともに

配付してございますので、後ほどご参照いただければと存じます。 

 では、ここで、寒川町長よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願い

いたします。 

３．挨拶 

【町長】  改めまして、皆さん、こんにちは。あいにくの天気ではご

ざいますけれども、本日はお忙しい中、寒川町地域公共交通会議にご出

席をいただきまして、大変ありがとうございます。 

 ただいま委嘱状をお渡ししましたけれども、引き続いて委員としてご

尽力いただく方、また、新たに委員となられた方、２年間という期間で

はございますけれども、何分よろしくお願いいたします。 

 今、寒川町を取り巻く環境も、ご多分に漏れず、少子高齢化という環

境の中で、さまざまな課題が出ているわけですけれども、高齢化の進行

に伴って、高齢者の方の移動手段、やっぱりこれが生活する上でも、あ

るいは各自が健康でい続けるためにも、一番必要な部分。その中で、や

はりこのコミュニティバス、コミバスの利用については、ほんとうに多

くの方からさまざまなご意見、ご要望をいただいております。極力、ご

要望には即するような形で、今、対応はしているのですけれども、幸い、

寒川町はコンパクトな町であります。町域も１３.４２平方キロメート



ルという非常にコンパクト、また、平たんであるがゆえに移動もしやす

い。単線ではございますけれども、相模線も、この狭いコンパクトな中

に幸い３駅ございます。そういった中で、移動手段としては、他の地域

に比べると非常に恵まれた環境にはあろうかと思いますけれども、それ

ゆえに、町民の方からもさまざまなご要望が出ておりまして、やはり高

齢化に伴っての状況かなというような思いもいたしてございます。 

 そういった中で、今、お手元にもカラーの写真のコミバスの資料がお

渡しされていますけれども、バスの側面にも図柄が示してございますけ

れども、実は今年の２月に、町でブランドをつくりまして、ブランドス

ローガンは、「「高座」のこころ。」という言葉であるのですが、この車

体の中央にありますけれども、これにＳの字が書いてございます。Ｓの

字は、寒川の３本の川、相模川、小出川、目久尻川をあらわしている。

そして、周りを囲む八角形。これは寒川神社の八方除というイメージも

あって、神社のある町という部分で、こういった形の、どちらかという

と和の雰囲気がありますけれども、こういったブランディングを行っ

て、今、ある意味、各自治体でもやっておりますけれども、地方創生、

総合戦略という中で、やはり魅力づくり、寒川町をＰＲしなきゃいけな

いということから、こういうブランディングを進めているところでござ

います。 

 やはり公共交通の整備につきましては、町民の関心も非常に高いわけ

でございまして、全ての町民、住民ニーズにお応えすることはなかなか

難しい状況にもありますけれども、そういった中で本会議の中で検討を

いただいて、ご意見を最大限踏まえた、移動手段をなかなか持たない、

いわゆる交通弱者、特に、最近は高齢者の方の交通事故とか、さまざま

な部分があって、自ら運転するのをご辞退される方も数出てきておりま

す。そういった環境もございまして、やはりコミバスの重要度はさらに

一層高まっているなという認識がございます。 

 本日の議題でも、それに関するさまざまな部分が出ております。また、

ルートの変更等も議題に上がりますけれども、皆様のご意見をいただき

ながら、別に高齢者だけではございません。お子さん連れの方々、ある

いはバスを利用したいという方も非常に増えている状況にございます

ので、そういった方々の要望に沿えるコミュニティバス形態を、ぜひ町

としても充実を図っていきたいなと思っているわけでございますので、

どうぞよろしくご検討のほど、お願い申し上げます。ありがとうござい

ます。 

【都市計画課長】  ありがとうございました。 



 では、ここで第１回目の会議ということでもございますので、委員の

皆様方から自己紹介をお願いできればと存じます。名簿の順という形で

お願いしたいと思います。齋藤優允委員さんからお願いできますでしょ

うか。 

※各委員自己紹介 

※事務局自己紹介 

【都市計画課長】  なお、本日の出席の委員さんにつきましては１２

名ということでございまして、寒川町地域公共交通会議設置要綱第６条

第２項の規定により、会議の成立要件を満たしておりますことをご報告

申し上げます。 

 また、本日は傍聴者の方が１名いらっしゃいますので、よろしくお願

いいたします。 

 ここで、大変恐縮ではございますが、町長につきましては、他の公務

が入っておりますので、退席とさせていただきます。 

【町長】  それでは、皆さん、よろしくお願いいたします。 

※町長公務により退席 

 

４.議題 

【都市計画課長】  それでは、議題に入らせていただきます。 

 議題１）会長の選出についてでございます。 

 会長の選出につきましては、寒川町地域公共交通会議設置要綱第５条

の規定によりまして、委員の互選によることとされております。立候補

もしくはご推薦等はございますでしょうか。 

【委員】  はい。 

【都市計画課長】  お願いします。 

【委員】  学識経験者であられる岡村委員を推薦したいと思います。 

【事務局】  ただいま、大澤委員から岡村委員とのご推薦がありまし

たが、皆様、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【都市計画課長】  ありがとうございます。 

 異議なしとのことですので、岡村委員、よろしくお願いいたします。 

 では、会長席へご案内させていただきます。 

 ただいま会長が選出されました。ここで、会長から一言ご挨拶を頂戴

できればと思いますが、よろしくお願いいたします。 

【会長】  改めまして、岡村でございます。よろしくお願いします。

結果としては、引き続きということになりましたので、改めまして、よ



ろしくお願いします。 

 先ほど、町長からもご挨拶いただいたとおり、ルートの変更、その他、

これは常に見直していくというのが大変重要でございます。それから、

当然この会議はコミュニティバスだけを扱う会議ではありません。一般

のバスも含めて、地域の公共交通のネットワークを考えていくというこ

とでございますので、そういう観点から、皆様のいろいろなご意見をい

ただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

【都市計画課長】  ありがとうございました。 

 それでは、今後の進行につきましては岡村会長にお願いしたいと存じ

ます。よろしくお願いいたします。 

【会長】  それでは、次第に従いまして進めてまいります。 

 ２）副会長の選出でございます。めくっていただきますと、要綱第５

条というのがございます。こちらも、委員の互選ということでございま

すが、立候補、推薦何かございますでしょうか。 

 特にないということであれば、これも引き続きというか、会長が事故

に遭うとか、いろいろなことを考えますと、庁内の方が副会長だとあり

がたいということもありますので、黒木委員にお願いできればと思いま

すが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】  それでは、異議なしということですので、黒木委員にお願

いしたいと思います。 

 それでは、副会長席へご移動をお願いいたします。 

 すみません。早速でございますが、ご挨拶をいただければと思います

ので、よろしくお願いします。 

【副会長】  改めまして、皆さん、こんにちは。 

 ただいま、副会長ということでご指名をいただきました都市建設部長

の黒木と申します。改めてご挨拶させていただきます。 

 先ほど、町長からのご挨拶の中にもありましたとおり、公共交通網の

整備につきましては町民の関心が高く、まちづくりの根幹であると考え

ているところでございます。つきましては、委員の皆様からの活発なご

意見等をいただき、より効果的、効率的な事業展開を図りたいと考えて

ございますので、皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

【会長】  どうもありがとうございます。 

 それでは、資料確認をさせていただいて、３）からご説明をよろしく

お願いいたします。 

【事務局】  では、議題の説明に入る前に資料の確認をさせていただ



きます。まず、本日の会議次第。続きまして、委員名簿。先ほどもお話

をさせていただいた本交通会議の設置要綱。次が、資料の１－１が１枚

となっています。資料１－２、これはホチキス留めでございます。９ペ

ージまでございます。次が、資料の２、こちらもホチキスで留まってい

るものです。続きまして資料の３、こちらもホチキスで留めさせていた

だいています。そのほかに、コミュニティバスのパンフレット、あと、

黄色い紙で寒川駅と海老名駅を結ぶ路線バスのパンフレットと、寒川町

のバスルートマップとなっています。あとは、先ほど町長から紹介させ

ていただいたコミュニティバス東ルートの運行車両の写真となってい

ます。 

 配付漏れはございませんでしょうか。 

 それでは、議題３）の「寒川町コミュニティバスのこれまでの経過と

利用実績報告について」をご説明申し上げます。 

 まず、これまでの経過でございますが、初めての委員さんもいらっし

ゃいますので、当初から説明させていただきます。 

 資料１－１をご覧ください。寒川町のコミュニティバスは、道路運送

法改正以降の路線バスの退出、少子高齢化等の社会的背景や住民のニー

ズ等を受けて、町内の交通不便地域の解消や、交通弱者の機動性の確保、

環境に配慮した町内交通手段の確保を目的に、まずは試験運転として、

平成１５年１月に導入され、これまで度重なる見直しを図りながら本運

行に至っております。平成１５年より試験運行と申しましたが、具体的

には資料のとおり、３つの試験運転期間を経ております。 

 第１期の試験運転期間としまして、平成１５年１月８日から平成１５

年１０月２１日。起終点としましては、寒川町役場。ルートとしまして、

町内周回北ルート１７便と、倉見駅行きルート６便、こういった形で始

まっております。第２期の試験運転は、平成１５年１０月２２日から平

成１８年６月３０日。起終点については、第１期と同様、寒川町役場で

す。ルートについて若干加えられた部分があります。町内周回北ルート

１８便、町内周回東ルート１７便及び寒川駅行きルート６便で、片側運

行、年末年始運休となっております。第３期は、平成１８年７月１日か

ら平成２１年１０月４日。町内周回北ルート１９便、土日は１６便。町

内周回東ルート１８便、土日は１４便及び寒川駅行きルート３便、こち

らは時計回りのみとなっています。起終点は、町役場から寒川駅へとな

っておりまして、片側運行から双方向の運行へと変わっております。こ

れら試験運転期間を経た上で、コミュニティバス運行検討委員会を設置

し、今後の運行の方向性を総合的に検討し、平成２１年１０月５日から



本運行を実施しております。 

 本運行では、愛称を「もくせい号」と決定し、平成２３年５月３１日

までは北・東ルート１０便、南ルート６便で、起終点は寒川駅。片側運

行で、土・日、年末年始運休で実施しました。平成２３年６月から、こ

れまでの利用状況から、便の増減を行っています。 

 この間、新たにコミュニティバスのあり方等検討委員会を設置し、現

行の導入車両の更新時期や事業効率などを踏まえ、より望ましい交通手

段を検討しました。 

 裏面をご覧ください。平成２６年に、地域における需要に応じた住民

の生活に必要なバス停等の旅客輸送の確保、その他、旅客の利便の増進

を図り、地域の実状に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を議

論するため、本会議、寒川町地域公共交通会議を設置しました。本会議

に諮り、今後の方向性を総合的に検討しまして、平成２６年１０月より

運賃の改定を行い、路線バスとの競合を回避。地域間の公平性確保の観

点から、路線バスと同程度であることが望ましいことから、１００円か

ら１５０円へとなっております。 

 倉見大村、南ルートについては、狭隘道路が多いため小型車両の導入

を行いました。あわせて北ルートを休止し、同ルートの一部を運行する

寒川駅と海老名駅を結ぶ路線バスの実証運行を開始しております。この

路線バスにつきましては、平成２９年４月より、本運行に移行しており

ます。 

 平成２７年１０月からは、土日運行の開始と、倉見大村、南ルートに

ついて、利用状況に応じた便の増減を行っております。平成３０年４月

１日には、運行当初から使用していた東ルートの車両の更新を行い、現

在に至っております。 

 以上が、これまでの運行経過でございます。続きまして、利用実績報

告でございます。 

【事務局】  それでは、続けて利用実績報告をさせていただきます。 

 まずは、倉見大村ルートからご報告させていただきます。こちらのル

ートは、乗車定員８人のハイエースで運行しております。 

 資料１－２、１ページ目をご覧ください。こちらは、平成２８年度と

平成２９年度の利用者数等の累計です。平成２９年度の１便平均といた

しましては、全日で５.８４人、平日で６.５５人、土休日で４.３５人

となっており、平成２８年度の全日は５.２３人、平日は５.８４人、土

休日は３.９６人となっており、平成２９年度と２８年度の利用者数を

比較いたしますと、全日、平日、土休日全てにおいて利用者が増加して



おります。 

 下のグラフをご覧ください。こちらは、平成２９年度の１便当たり月

別利用者数になります。一番上の線が平日、真ん中の線が全日、下の線

が土休日になります。いずれの線も、年末の１２月に向け利用が増え、

１月に利用が一時減少し、年度末に向けて再び利用が増えている状況が

伺えます。 

 利用者数累計の表の右側に記載がございます乗りこぼしにつきまし

ては、平成２９年度は利用者数の増もあり、平成２８年度と比べて乗り

こぼしの回数が１.２５倍となっておりますが、乗りこぼしの対応とし

まして、運転手からの連絡により、乗りこぼしがあったバス停にすぐに

続行便を向かわせ、コミュニティバスに続く形でルートを運行してお

り、利用者の方々のご理解もあり、苦情やトラブル等はございません。

しかし、今後も利用者が増加し、さらに乗りこぼしが増える状況が予想

されますので、車両更新のタイミングで乗車定員の多い車両に変更する

等、乗りこぼし対策につきましては、今後も継続して検討してまいりま

す。 

 ２ページ目をご覧ください。Ａ３のものとなっております。こちらは

時間帯別利用状況です。左が全日、中央が平日、右が土休日のものとな

っております。それぞれの下のグラフを比較してご覧いただくと、いず

れも同じような利用形態となっており、２便、５便、６便の利用が多い

状況です。 

 次に３ページ目をご覧ください。こちらもＡ３のものとなっておりま

す。こちらは全日のバス停別利用者数の集計で、左が乗車人数、右が降

車人数となっております。左の乗車人数のグラフをご覧ください。寒川

駅以外では、浮谷、倉見大村地域集会所前、谷原第一での乗車が多い状

況で、これらの周辺は住宅が多くあるのが理由だと思われます。右の降

車のグラフをご覧ください。寒川駅以外では、倉見駅、わいわい市前、

浮谷の降車が多い状況で、倉見駅は鉄道利用、わいわい市前は買い物利

用のために降車される方が多くいると思われます。 

 続きまして、南ルートについてご報告させていただきます。このルー

トも、倉見大村ルートと同様に、乗車定員８人の小型車両で運行してお

ります。 

 ４ページ目をご覧ください。下段、平成２９年度の１便平均といたし

ましては、全日で２.７６人、平日で３.１５人、土休日で１.９１人と

なっております。平成２８年度の全日は、２.６９人、平日は３.１４人、

土休日は１.７５人となっており、平成２９年度と平成２８年度の利用



者数を比較いたしますと、倉見大村ルートと同様、全日、平日、土休日

の全てにおいて利用者が増加しております。下のグラフをご覧くださ

い。平成２９年度の月別利用者数といたしましては、年末、年度末より

も７月、８月、９月の夏の利用が多く、倉見大村ルートとは異なった利

用の推移が伺えます。 

 ５ページをご覧ください。こちらは時間帯別利用状況です。左から、

全日、平日、土休日となっております。２８年度と比較すると、２９年

度は若干、利用者数がそれぞれ増えているものの、土休日の利用が、未

だ１便平均乗車人数である２人を下回っている状況が続いております。 

 ６ページをご覧ください。左が、南ルートの乗車、右が南ルートの降

車をあらわした全日のバス停別乗車、降車割合となっております。下の

グラフをごらんいただくと、乗車､降車ともに寒川駅以外は、西一之宮、

笠谷入口、鷹匠橋の利用が多いことがわかります。 

 続きまして、東ルートのご報告に移らせていただきます。このルート

は、乗車定員３５人の小型低床バスで運行しております。 

 ７ページをご覧ください。下段、平成２９年度の１便平均といたしま

しては、全日で９.４２人、平日で１０.６９人、土休日で６.７２人と

なっております。平成２８年度の全日は９.６４人、平日は１１.００人、

土休日は６.７９人となっており、平成２９年度と平成２８年度の利用

者数を比較いたしますと、全日、平日、土休日のいずれも減っている状

況でございます。 

 次に８ページをご覧ください。こちらは、東ルートの時間帯別利用状

況です。全日、平日、土休日のいずれも下のグラフをごらんいただきま

すと、朝の３便目、昼の５便目の利用が多い状況でございます。 

 次に９ページ目をご覧ください。こちらは全日バス停別乗降者割合と

なっており、こちらについては寒川駅以外では、乗降者ともに越公園前、

県営住宅東の利用が多く、東ルートは県営住宅に住まわれている方々の

利用が多くある状況が見受けられます。 

 これら３つのルートの利用状況を見ますと、倉見大村ルート、南ルー

トは平成２８年度に比べ、利用が増加してございますが、東ルートはや

や減少しております。こちらの東ルートに関しましては、今年度４月１

日より、新車両の導入に合わせて利用促進策といたしまして、先ほど町

長からのお話にもございました、写真の寒川町のメーンカラーやブラン

ドマークのラッピングを車体に施し、発表会等も行い、多くの方々への

周知をいたしました。今後、新車両によって利用者数がどのように推移

するか注意していきたいと思います。 



 続きまして、公共交通会議の案件ではございませんが、寒川町を運行

する補助路線であります、寒川駅－海老名駅区間路線バスについてご説

明させていただきます。詳細な資料のご用意はございませんので、お手

元の黄色い時刻表をご覧いただければと思います。 

 こちらの路線は、神奈川中央交通と相鉄バスの共同運行で平成２６年

１０月より実証運行を開始しており、昨年度平成２９年４月より、本格

運行に移行いたしました。 

 実証運行中は、利用者数を神奈川中央交通及び相鉄バスからご報告い

ただいておりましたが、本格運行への移行に伴い、通常のバス路線と同

様となるため、今年度４月よりの利用者数の報告は終了となり、現在は

四半期ごとの運賃の実績報告にて利用状況を把握しております。 

 実績報告によりますと、平成２９年度１年分の運賃は、平成２８年度

に比べて０.２８％の増となっております。本路線につきましては、昨

年度平成２９年度より、地域間幹線系統確保維持費国庫補助金を活用

し、運行しておりますが、町も負担金を支出している状況でございます。

微増である利用者数をさらに増やすためにも、今後も引き続き、利用促

進策について海老名市、寒川町、神奈川中央交通、相鉄バスの４者で協

議し、生活交通の確保、維持等に努めてまいります。 

 以上で、寒川駅－海老名駅区間の路線バスについてのご報告を終わら

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

【会長】  それでは、議事の３）につきまして、ご発言ございますで

しょうか。 

 利用としては、おおむね堅調というか、大分熟成してきたのかなとい

うふうには思っております。 

【委員】  じゃあ一つ。 

【会長】  お願いします。 

【委員】  南ルートの先ほど時間帯別で、平日であったり全日の部分

で、２.６９とか３.１４にはなっているものの、土日に関しては、１.

台という部分では、実際に必要性という部分に関して、町が走らせてい

るという部分ではなくて、やはり最終的に地域が乗らないと本数でも走

らせないというのかわからないのですけれども、結局、その空でもいい

から走らせているというよりは、地域にもうちょっと自分たちの地域の

バスだという部分で、投げかけるべきではないのかなというふうには少

し感じ、平日はどうしても、仕事なり、買い物なりの部分では、乗るの

はありがたいという意味で乗っているのでしょうけれども、あとは使わ

ないときは使わないという意味合いで、土日にあらわれている部分が数



字としてあるのかということと……。 

 ほかの地域でも私、言わせていただいているのですけれども、やはり

地域が主体になってやるものだと私は感じている部分があるので、乗ら

ないから走っていてその部分、やっぱり町の中で税金出していると思う

のですけれども、その辺を土日に関してはどのように今後、対策という

か、考えていくか、もっと伸ばしていこうというか、考えておられるの

か、ちょっとお聞きしたいなと。 

【事務局】  ご意見ありがとうございます。こちらについては、やは

り町としても平均利用者人数２人を下回るということで、課題として認

識しておりまして、今現在ですと、ホームページ等でこちらから、ある

意味一方的にという形で、相模線との便利な乗り継ぎの例やその他様々

な使い方があるよというような発信の仕方もしているので、今後はモビ

リティーマネジメントではないですけれども、そういった形で乗ってい

ただく方々の意識改革について、例えばホームページにも一部公開はし

ているのですけれども、そのルートごとにどれだけ費用が１便にかかっ

ているのか、そういったものもあわせて、利用者の意識改善に努めてい

ければと考えています。 

【事務局】  すみません、補足をさせていただきます。 

 南ルートにつきましては、平成２６年１０月にもっと広い範囲だった

ものを利用者が少ないということで、ルートを少し縮小しました。また、

２７年１０月には、倉見大村ルートとの比較で倉見大村ルートの利用者

がかなり多いということで、便を南のほうを少し減らして、倉見大村ル

ートを増やした経過がございます。そういったことでダイヤ等について

も、利用者が少ないということで検討させていただきたいと思います。 

【会長】  これもなかなか、１日４便ということですので、これより

減らしてどれぐらいコストが減るのかという面はなくはないのですが、

たしかにバス停によっては、一月にすると、南ルートですけれども、一

月で１つのバス停あたりの乗車で１桁というのがかなり実はあるので

すよね。そういうのが幾つもあるということはですね、仮の話ですけれ

ども、こういう場合ですね、一般になかなか、こういう乗り合いという

ものがなじまない、わざわざルートを伸ばしてまでそこまで行くにはこ

の形態はなじまないという考え方はできるのですね。 

 一方で比較的、乗っているバス停であれば一月で６０人ぐらい乗って

いるわけですので、１日２人は乗っている、１日４便あって２人乗って

いるのであれば、２回に１回は必ず誰かが乗っている。おりる人もいれ

ば多分、１便あたり１人ぐらい乗っているので、まあまあそれはご乗車



いただけているのかなというふうには考えられるわけですね。なので、

大分ルートの通れる場所は限られていますので、これしかないというよ

うな形で一応、発足したような経緯はあるのですけれども、例えば、あ

るところを減らせば別のところに車を少し回すということも可能だと

すると、ずっとこのままでいいというわけではおそらくないだろうと思

いますので、これも引き続き注視をして、地域の方には例えばこれ、わ

ざわざ回って行っていますけれども、全然お客さん乗りませんよという

ような、もう少し踏み込んだ状況をお知らせするということもありでは

ないかなというふうにはこの数字を見る限りは思うところですね。これ

を見て、直接的に何かやめるとかやめないという話ではもちろんないで

すけれども、まずはそういうレジュメからあったように、より踏み込ん

でお知らせいただいて、状況を共有するということがとても大事じゃな

いかなというふうには思います。 

 ほか、先ほどの寒川－海老名のバスの話も含めて、何かご発言ござい

ますか。 

【委員】  じゃあ、いいですか。 

【会長】  お願いします。 

【委員】  バス協会です。お世話になります。 

 資料１－２の表で、１ページ、右側に乗りこぼしの記載がございます

が、これの正確な数字でなくてもいいのですけれども、１回に何名ぐら

い乗りこぼしが発生するのかということが１つと、それから、２ページ

というのは大体予想はつくのですけれども、乗りこぼしが発生する便、

主に発生する時間帯、それから主な乗車バス停がもしわかれば教えてい

ただきたいのですが。 

【事務局】  ご意見ありがとうございます。 

 １点目の乗りこぼしの１回当たりの人数なのですけれども、結構まち

まちでして、例えばイベントというか、催し物があったりすると、お子

さん連れの親御さんが４組、計８人が一度に乗ってくるというケースも

ありますし、ぽつんぽつんと、１人２人というケースもあるので、日に

よってという形になります。 

 乗りこぼしが多い時間帯といたしましては、利用状況にもあらわれて

いるのですけれども、２便と６便が今、利用が多いので、乗りこぼしも

やはり同様に多いです。２便が大体９時台で、６便が１２時台。午前中

の買い物ですとか、お昼の時間帯のお出かけで乗られる方が多いのでは

ないかと思います。 

 ３点目の乗りこぼしの多いバス停につきましては、１つが倉見大村地



域集会所、バス停で言うと９番目になるのですけれども、こちらが多い

のと、２つは、寒川駅の時点で乗りこぼしというのが２番目に多い場所

になります。乗り継ぎの利用とかもございますので、意外と寒川駅出発

する時点から乗りこぼしというケースも多々ございます。 

【委員】  寒川駅ちょっと見せてもらったのが、屋根がついているバ

ス停ですよね。でも、ある程度、待機できるような状況。今、言われた

倉見大村地域集会所前は、屋根というのはついているのですか。 

【事務局】  そこについては、屋根はついていない状況です。 

【委員】  その集会所で少しでも時間があくと待機できるような…

…、待っている間……。 

【事務局】  バス停は集会所から少し離れているところにありまし

て。先ほども説明したのですけれども、タクシーを動かせるので、運転

手が連絡を取り合いまして、一番近い場所にいるタクシーを続行便とし

て、すぐに回していただくということで、運行事業者にはやっていただ

いているので、それほどの待ち時間はないです。 

【会長】  ほかはいかがでしょうか。 

【委員】  利用促進方策でちょっと考えちゃうのですけれども、この

時間の時刻表というのは、ジョルダンとかには追加されていますか。 

【事務局】  ジョルダンには掲載はあって、最近ですね、ヤフーの路

線情報、こちらのほうにも検索すると出るようにはつい最近なりました

ので、例えば、駅から寒川町役場までと調べていただければコミュニテ

ィバスのルートも出るようになっております。 

【委員】  ありがとうございます。 

【会長】  ほかはいかがでしょう。 

 それでは、こういう状況だということで、引き続き数値を見て、先ほ

ど、地域の方とより、今までより深い形で情報の共有や認識の共有とい

うことは課題としてぜひ、書きとめておいていただければというふうに

思います。 

 それでは、議事の４）「もくせい号」倉見大村年始迂回につきまして、

資料２ですね。ご説明お願いいたします。 

【事務局】  それでは、議題４）寒川町コミュニティバス「もくせい

号」倉見大村ルート年始迂回についてご説明をさせていただきます。 

 今年の２月に開催させていただきました、平成２９年度第２回地域公

共交通会議において、倉見大村ルートの運行事業者である、大澤委員の

ほうから年始の交通渋滞によるコミュニティバスの遅延状況について

ご発言がございました。町としましても、年始における寒川神社への参



拝客の影響よって引き起こされる交通渋滞によるコミュニティバス倉

見大村ルートの大幅な遅延が発生していることにつきましては、課題と

認識があったことから定時制確保のため、当局でも年始における迂回に

ついて検討を進めてまいりました。 

 実際の遅延の状況でございますが、平成３０年１月の１か月間の間で

１０分以上おくれる便があった日が１３日間あり、１便あたりの運行時

間が通常３５分であるところ、最長で２時間２５分かかっている状況で

ございます。 

 それでは、資料２をご覧ください。こちらは、寒川神社周辺を現在運

行しているルートの迂回ルート案でございます。青い線が現行ルート、

赤い線が迂回ルートになっています。青い丸が現在のバス停の位置でご

ざいまして、数字の入っている赤い丸が迂回時に臨時バス停を設置する

位置の案でございます。①、③につきましては県道上、②につきまして

は、町道上への設置となります。 

 年始の渋滞につきましては、現行ルートの中里のバス停を過ぎた付近

から発生している状況であるため、中里の交差点を宮山駅方面に右折せ

ず、県道を南下し、途中で町道のほうに入りまして、これが②になりま

す。再び県道に出て、寒川町役場前のバス停まで行き、現行ルートに戻

ります。バス停につきましては、宮山駅が寒川神社などを利用される方

等のために、臨時バス停を３か所設置しまして、わいわい市を利用され

る方には、寒川町役場前を利用していただくものになってございます。 

 資料の２の２枚目をご覧ください。こちらが、臨時バス停①の設置予

定箇所の写真でございます。 

 次、３枚目をご覧ください。こちらは②のバス停設置予定箇所の写真

でございます。こちらは町道となっております。 

 次、４枚目をご覧ください。こちらが③のバス停設置予定箇所の写真

でございます。こちらにつきましては、寒川駅と海老名駅間を運行する

路線バスにおきまして、こちらも年始につきまして、迂回をしているの

ですが、その臨時バス停を設置される場所となりますので、同じ場所に

当ルートの臨時バス停を設置することとなります。 

 当迂回ルートにつきましては、平成３１年１月の運行に向けまして、

運行事業者である香川第一交通、茅ヶ崎警察署、藤沢土木事務所等関係

各所と調整を現在、進めているところでございます。茅ヶ崎警察署さん

にはルートやバス停の位置等、既にご相談させていただいておりまし

て、書面上では概ねの了承をいただいておりますが、今月２９日に現地

で実査を行いまして、正式に許可を得る予定となっております。この迂



回ルートの運行につきましては、本交通会議で承認が必要な案件となっ

てございます。委員の皆様にはこのあと、この案件につきましてご審議

いただくところですが、もし特段のご意見等ないようでしたら、２９日

の現地確認にて、本日お示しした内容で茅ヶ崎警察署のほうから許可が

おりましたら、事務局としましては、この案件につきまして、本交通会

議の本日付での承認ということで進めたいと考えております。運行内容

等あわせてご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 以上で、寒川町コミュニティバス「もくせい号」倉見大村ルート年始

迂回についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

【会長】  資料２からということで、まず、ご質問、ご発言いかがで

しょうか。 

【委員】  ちょっといいですか。 

 この②番の寒川大橋というのは、県道じゃ置けないということでこう

いうふうなところに置くというのですかね。 

【事務局】  そうですね、茅ヶ崎警察署さんと、バス停の位置等書面

上で協議をさせていただいたのですけれども、事務局としては県道上に

バス停をということで進めさせていただいたのですが、ちょうどカーブ

があるところですとか、ちょうど北側の馬場の大きな交差点がありまし

て、右折レーンがある等の影響で、なかなかいい場所に置くところがな

くて、ちょうどこの②番に入るところが一方通行で。馬場の交差点から

ちょっと離れると、道路上を、横断歩道がないところで渡る人も出るの

ではないかという危険性もあるという指摘がありまして、県道上にはち

ょっと難しいというところで、町道上で設定させていただいています。 

【会長】  ほかはいかがでしょうか。 

【委員】  ルート変更ということなのですけれども、私的にはこちら

通ったほうがやはり時間短縮というか、現状、新しい道路ができている

ところに関して、大橋渡るのですよね、カーブの橋を渡って……。 

【事務局】  そうですね、橋を渡って進むルートとなります。 

【委員】  この道を使えば結構、時間短縮というか、アクセルを踏ま

なくても取り戻せるのかなというのをちょっと私もここら辺に住んで

いたことがあったので、非常にいい場所なのかなと思ったのですけれど

も、先ほど言われた②番は本当にいるのか、何ていうか、まだ乗る方と

おりる方がいらっしゃるのかという部分に関して、あまり住宅ではなく

て、寒川神社の梨畑の裏にも参道があるというイメージの場所だと思う

ですけれども、これはもう置かなければいけないという、何のために置

きたいのかというか……。 



【事務局】  そうですね、まず、①については、宮山駅に乗降される

方のために比較的近い場所というところで設定させていただきまして、

③については寒川神社に参拝される方というところで、その中間あたり

で、例えば、現行のバス停の寒川大橋ですとかを使っていただいている

方が、臨時のバス停①、③だとかなり遠くなってしまうので、その中間

あたりにもそういった方のために置いたほうがいいのではないかとい

うところで置かせていただいております。 

【委員】  ②番をやったら右折するということですよね。 

【事務局】  そうですね。 

【委員】  ルート的に……、そうですよね。だけど①、③のみだとバ

ス停間の距離が遠いという意味ですね。②番置かないと。 

【事務局】  ①と③まで、バス停まで歩く方がちょっと距離があると

いうことで、②番を設けたほうが、近いところにバス停を置いたほうが

利用される方にとっては利便性がいいのかなと。 

【委員】  ルート的にも、今、お話を聞いた中で賛成の立場でお話さ

せていただいておりますけれども、いいのかなと思っています。 

【事務局】  ありがとうございます。 

【会長】  ほかはいかがでしょうか。お願いします。 

【委員】  道路管理者の立場でちょっと気になるところで、バス停、

県道のほうなのですけれども、乗り降りのときに今はイメージでバス停

を置かれているのですけれども、普段バス停で使っていないところです

と、縁石の形、乗り降りのときにつまずいたりとかですね、ちょっと今

後、私どものほうと協議とかあるということなのですけれども、そうい

ったことも、乗り降りの安全性等について、配慮というのですかね、細

かい位置とか、そこだけなのですけれどもね。 

【事務局】  おっしゃるとおり、①につきましては、縁石がある状態

ですのでここは、段差ができてしまうというところなので、バス停に注

意喚起の張り紙を張るですとか、運転手さんに降りるとき、乗るときに

一言声かけしていただくとかですね、注意喚起はさせていただきたいと

思います。 

【会長】  ほかはいかがでしょうか。 

 確認は、今月末に交通管理者の現地確認があると、そこで確認がとれ

るということの前提で、今日の審議をさせていただきたいということで

すね。これはルートとバス停の審議で、いわゆる実際に何月何日から何

月何日まで迂回をするというのは、それはまた、その都度というか、毎

年によって違うので、それはまた別というか、審議はしないのかもしれ



ませんけれども、今日の議題とは別の話でいいのでしたっけ。 

【事務局】  申し訳ございません、それも事務局案がございまして、

コミュニティバスは年末年始運休しておりまして、１月４日から運行開

始しております。先ほども説明させていただいた、海老名と寒川町を結

ぶ路線バスについて同じようなルートで迂回、その１月の時期だけ迂回

をしているのですが、１月の第４週の日曜日まで迂回をしているという

ところなので、そこに合わせて、利用者の方もそのほうがわかりやすい

ところもありますので、１月４日からですね、第４週の日曜日までの迂

回ルートとさせていただきたいと思います。 

【会長】  それそのものは審議事項じゃないのでしたっけ。日も含め

てでしたっけ。 

【事務局】  そうです、申し訳ありません。 

【会長】  日も含めて、ルートとバス停と運行日についてご承認をい

ただきたいということですね。 

 では、改めましていかがでしょうか。 

 ではまず、この場では何かご異議、あるいはご懸念というのは何かあ

りますでしょうか。 

【委員】  ちょっといいですか。 

【会長】  お願いします。 

【委員】  海老名－寒川線も同じバス停にとまるのですか。②番と③

番は。 

【事務局】  ③番のところだけです。 

【委員】  ②番はとまらない。 

【事務局】  はい。 

【委員】  通過でいいのですね。 

【事務局】  もちろんです。海老名－寒川線については、今までどお

り、変わらず③だけです。 

【委員】  だけですね。 

【会長】  なので、②番がこのルートからの新設ということで、①と

③は、実際には毎年使っている場所を使わせていただくということでし

たっけ。 

【事務局】  ①と②が新設です。 

【会長】  ①と②、ごめんなさい。そうですね、③だけですね。 

【事務局】  ③だけです。 

【会長】  ③がそうで、①と②が新設。 

 ほか、いかがでしょうか。 



【委員】  すいません。日にちが１月４日からいつまでとおっしゃい

ましたっけ。 

【事務局】  １月の第４週の日曜日までです。 

【委員】  第４週の日曜日まで。 

【会長】  ということでございます。ほか、いかがでしょうか。 

 そうしますと、内容については特にご異議はありませんか。 

 そうしますと、今度は手続きの話で、これはやや異例な審議ではある

のですけれども、書面会議ですとか、また別途会議というのも非効率と

いうこともあり、事務局からは２９日の現地確認がおおむね問題はない

であろうというのが前提のもとではありますけれども、もちろんここで

何か課題が出てきた場合には、当然差し戻しになって会議になります

が、そこで問題なく交通管理者から許可が出るということであれば、こ

れは本日付の承認ということで手続を進めたいというのが事務局の案

でございます。 

 この事務局の進め方も含めて、この議事、いかがでしょうか。何か異

議はございますか。特によろしいですか。 

 それでは、２９日の現地確認で許可が出た場合には、本日付で承認と

させていただくと。そうでない場合については、また当然ながら別途会

議を開くということでございます。ありがとうございました。 

 

５.その他 

【会長】  それでは５番目です。その他で、１番、東ルート延長の検

討についてということで、ご説明をお願いします。 

【事務局】  それでは、その他１）寒川町コミュニティバス「もくせ

い号」東ルート延長の検討についてご報告いたします。 

 資料３をご覧ください。平成２９年度第２回目の会議の中で、来年度

以降の検討案として、資料１枚目の右上の、丸で囲った小動東部地域へ

の東ルートの延長の要望が住民の方々からあり、検討を進めていくとご

説明をさせていただきました。今回は、その検討状況についてご報告さ

せていただきます。 

 現時点ではルート設定の検討を行っている段階で、まずは現地を訪

れ、運行可能な道路やバス停の設置の可能性がある場所を確認いたしま

した。資料３、２ページ目をご覧ください。その上で、現在検討してい

るルートが、資料３の２枚目の、小動神社前を過ぎてすぐの交差点を左

折し、北上して時計回りに回るルートと、資料３の３枚目をご覧くださ

い。小動神社前を通過し、そのまま県道４５号丸子中山茅ヶ崎線まで直



進し、県道の交差点で左折して北上し、反時計回りに回るルートを検討

しております。 

 今後は小動東部地域の方々のコミュニティバス利用の需要把握やバ

ス停の位置、１日の便数、運行経費等の検討を進めてまいりたいと思っ

ております。 

 以上で、その他１）寒川町コミュニティバス「もくせい号」東ルート

延長の検討についてのご報告を終わります。よろしくお願いします。 

【会長】  ということで、これは可能性も含め検討しているというと

ころで、まだここから先、いろいろ検討しなきゃいけないことがたくさ

んあるのかなとは思いますが、地図で見ると、このようなルートでほん

とにまず技術的に通せるかどうかという話、また、法令上通れるかどう

かという話、法令上というか、交通管理者として問題がないという判断

があるかどうか、それから、当然ながら一定のお客さんの数が見込める

か、もちろんニーズがどれぐらいあるかをこれから検討するということ

でございます。 

 ということで、なかなかこれ以上の資料がない中ではありますが、何

かご発言、ご質問ございますでしょうか。 

 ちなみに、この迂回で所要時間はおおむね何分ぐらい延びそうです

か。もしこの地図のルートになった場合というところですけれども。 

【事務局】  反時計回りのほうは、まだちょっと試算できていないの

ですけれども、資料３の２枚目の時計回りのほうであれば、おおむね順

調にいけば５分ぐらいの増で収まるかなというところを想定しており

ます。 

【会長】  現状の１周にプラス５分というのが、これが２分だったら

あまり問題はなく、１０分だったらもう検討するのも厳しいのですけれ

ども、なかなか難しい数値なのかなとは率直に思っていて、これが反時

計回りになると、さらに延びざるを得ないというところで、これでお客

さんがいればもちろんいいわけですけれども、既存のお客さんが、こん

な遠回りしたら、ちょっと乗りたくないねということでいなくなってし

まう可能性もそれなりにあるのじゃないかなと。１分、２分だったらい

いのですけれども、これは５分ですけれども、体感的にはかなり遠回り

させられているなというふうには、逆にお客様は思われる数値なのです

よね、この５分というのが。なので、それも含めて、この地域の方以外、

現状で乗っていらっしゃるお客さんから見てどうかということを含め

て、多分検討していくのかなと。まだ現状では、かなり仮定の話なので

何とも言えないところですが、いずれそういう検討もするのかなと、今、



ちょっと資料を見て思ったところです。 

【委員】  １点……、よろしいでしょうか。 

【会長】  はい。 

【委員】  ネガティブな意見に聞こえるかもしれませんが、既存のバ

ス路線が走っていると思いますので、それに影響のないような慎重な協

議をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【委員】  すいません。 

【会長】  はい。 

【委員】  この２枚の資料の反時計回りと時計回りという部分で、１

つじゃなきゃだめなのですか。２つ走っちゃだめなのですか。時間帯に

よって、この便は右回りだよ、この便はこういう経由をするよというの

は、あとは乗られるお客様が選ぶということであるわけであって、種類

的な部分は、数をやはりこなすということで、乗る部分が多くなればい

いことで、時間延長に関しては、それを乗る方に示すということで、私

は別に時間帯で２つルートはあってもいいのかなという考え方を持っ

ているのですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

【事務局】  ありがとうございます。そうですね、まだ検討段階です

ので……。 

【委員】  まあ、そうですよね。 

【事務局】  その辺も含めて、ありがとうございます。ただ、２種類

あるとご利用される方が混乱してしまったりといった予想もできるか

もしれませんが、今ご意見いただいたので、そういった面も含めて検討

させていただきます。ありがとうございます。 

【会長】  これ、遠回りというか、反時計回りに向かう遠回りなので

すかね、は、多分右左折の関係で、こちらのほうが取り回しはいいだろ

うということなのですよね。あえて遠回りのものも候補になっていると

いうのは、おそらく。 

【事務局】  そうですね。それもあります。あとはバス停を置く位置

もございまして、ちょうどこの小動神社前を通過して左に曲がったとこ

ろの道なのですが、東側だけ歩道がありまして、歩道がある場所のほう

がバス停を置きやすいということもあるのです。歩道がない場所です

と、ここも現地で確認をしたのですけれども、なかなかいい場所があり

ませんので、そこは茅ヶ崎警察署さんとも調整させていただいて、見さ

せていただきたいと思いますが、そういった面も含めて反対回りという

のも考えている状況です。 

【会長】  だから、まだまだバス停位置は全く白紙というか、なかな



か置けるところがそんなにないというところで、多分そのあたりで決定

せざるを得ない、通すとしてもというところでしょうかね。 

 ほか、いかがでしょうか。 

【委員】  全部のその他ですか。これの質問……。 

【会長】  じゃ、その後ちょっとご発言の時間はとらせていただいて、

この件については何かございますか。 

 では、これは検討をしているということでございます。 

 そうしましたら、それ以外で何か委員の皆様からご発言ございますで

しょうか。 

【委員】  私どもが組織しています一般の乗り合いも含めた鉄道、船、

タクシー、あと、バスも含めた組織の中で、いろいろの話が出てくる部

分があるのですが、今、現状神奈中さんのほうから、茅ヶ崎市も藤沢市

も含めて大幅なダイヤ改正をするということがあって、やはり人員が少

ないと、人員不足で運転士が足りないというところが、今、全国的にバ

スの乗り合い、貸し切り、タクシーももちろん含めてなんでしょうけれ

ども、ありまして、そこにやはり魅力を感じないという部分があるのか

わからないのですが、企業側も一生懸命人を集めるために努力はされて

いるものの、公共交通会議というのはいろんなところで進められてい

て、そこにやはり人員を充てているというところに関しては、今既存の

路線バスを守れるか守れないかというところの部分が、多分神奈中さん

でもある。これからほんとに人数少なくなってきたりとか、ほかの会社

もそうですけれども、あったりした中で、既存のバスを通らないように

とかあったりもするところもあるのですけれども、実際に目に見えない

人員不足が、何百人とか何十人単位で足りなくて、１人の作業量がかな

り増えていまして、この「もくせい号」とかいろんな部分に関しては、

私、ちょっと働きの状況はわからないのですが、かなり長時間労働が続

いていること、バス業界のほうも把握されているとは思うのですけれど

も、その辺もそういうことが常に起きているという部分で、そこだけを

事業者さんにやってもらうということがあった中でも、やはり自分のと

ころに戻ったときには人が足らなくて、どうしても１人に対しての長時

間労働というところがあるので、今後、ちょっとそういう話もある意味

事業者さんのほうが市とか町の中で協力をして、「もくせい号」も含め

た中で出しているというところでは、非常に厳しい部分の中でそういう

形でやられているという部分が、私も間近で感じている部分があります

ので、ぜひその辺を考えながらいろんなことを進めていっていただけれ

ばなと思っています。 



【会長】  ありがとうございます。この件は以前からもそうだったと

いうか、この数年は非常に目に見える形でいろんなところで生じている

と私も伺っています。 

【委員】  多分会社側のほうからも言っている話だと思うのですけれ

どもね。 

【会長】  これ、ほかの自治体では私も言っているのですけれども、

自治体で税金からお金を出せば、バス会社がバスを時刻表どおりに運行

してくれる時代はもう終わりましたと。お金を出してもバス事業者さん

が運転士さんを回すことはできません、こんなお客さんが乗らないバス

だったらやめますと。その運転士さんを儲かる路線というか、それなり

にお客さんが乗っている路線に回させてくださいと言うことはあるの

で、非常に厳しい状況になっているということです。 

 そこまでいかなくても、お客さんが少ないけれども大事だと言ってい

る路線を一生懸命やるのが何となく自治体の責務で、町民もそういうふ

うにお願いをしているところなのですけれども、そう思っている間によ

り太い枝のところが細くなってしまって、今は太い枝から伸びてきた細

い枝をどうやって枯らさずに一生懸命やっているかというのだったの

が、太い幹を太いままどうやって維持していくかということがとても大

事になってきて、細い枝をもしかしたら別のやり方でとか、そうなって

きたというところは、これは先ほど意識共有の話がありましたけれど

も、町の方々ですとか議会も含めて、そういう認識は持っていただきな

がらネットワークをつくっていくということかなと私は思っています。 

 先ほど、ちょっと長くて申しわけないですけれども、一番最初にコミ

ュニティバスだけがこの会議の議題じゃありませんと言った裏にある

のは、現状のバスも細くなっていってしまうかもしれないと。ただ、実

際にはそちらのほうがずっと多くのお客さんが乗っていらっしゃるの

で、コミュニティバスを維持していけば一定の町の役割は果たしている

ということではないし、町の方もそういう認識でもっていただきたい

と。 

【委員】  なので、やっぱり地域の方が乗っていただくということで

収入があって、走っていて、結局は町が出るものが少ないというか、走

らせておいてお金だけ出るとなれば、それは格好だけの問題になってし

まうので、結局自分のところの既存の路線が守れなくなってきちゃうと

いうか、乗らないから切っちゃう、乗らないから切っちゃうとなっちゃ

うと、非常に今回も、ダイヤ改正された部分ではかなり減っていってい

る部分が目に見えるぐらいありますので、その辺は肌で私も人員不足の



部分で感じているところがあるので、ぜひご理解いただけるならやって

いただければと思っています。 

【会長】  ありがとうございます。ほか、何かございますでしょうか。 

【委員】  じゃ、いいですか。 

【会長】  はい。 

【委員】  すいません。「もくせい号」の車両が新しくなった件なの

ですけれども、これは今回「『高座』のこころ。」で、ブランドイメージ

ということで車両を茶色にされたということなのですけれども、あわせ

てこういったパンフレットとか、あと、バス停の色はずっと青いままじ

ゃないですか。あれって何か変えたりとかする予定はあったりするので

すかね。多分広報とかそっち系の方たちのあれがあると思うのですけれ

ども。 

【事務局】  今のブランディングに伴うこういったイメージカラー、

それとブランドのマークについては、今運行していただいているハイエ

ースの関係であったり、それと、委員、まさに今おっしゃられたのです

けれども、バス停といったものも、このブランドのイメージに沿った色

にするといった考え方は、持っていることは持っています、考えとして

は。ただ、それを具体化というところには、まだちょっとたどり着いて

いないというところが、今、実情でございます。 

 以上です。 

【会長】  ありがとうございます。ブランドイメージは確かにそうで

すね。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 そうしますと、特に皆様からご発言ございませんか。 

 そうしましたら、次第としては終了ということで、あとは事務局で進

行をお願いいたします。 

 

６.閉会 

【都市計画課長】  ありがとうございました。 

 事務局のほうからですが、まだ具体の、この会議の第２回目は決まっ

てはいないのですけれども、先ほど来ご議論いただいた内容につきまし

て、作業の進捗状況、それとルート、バス停等、許可云々といったとこ

ろの結果を踏まえた中で、また次回設定させていただければと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 では、長時間の会議という形になりましたが、本日は誠にお忙しいと

ころありがとうございました。 



 これをもちまして、平成３０年度第１回寒川町地域公共交通会議を閉

会とさせていただきます。ありがとうございました。 
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